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○議長（安達 隆君）  皆さん、おはようございま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、第58号議案から第73号議案までを一括

議題といたします。 

 初めに、議員各位にお知らせをします。 

 質疑及び質問に関連して、４番、甲斐明美君、18

番、大石忠昭君から資料要求があり、市長に提出依

頼をしたところ、お手元にお配りのとおり提出があ

りましたので、ご了承願います。 

 議案質疑通告表の順序により発言を許します。 

 ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  おはようございます。議席

番号４番、日本共産党の甲斐明美です。第58号議案

について質疑します。 

 大分県農地・水・環境保全向上対策事業の多面的
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機能支払交付金についてですが、今回の補正では553

万7,000円が計上されています。この制度は、多数の

中山間地域の支援に役立っていると思いますが、５

年間の長い期間にわたっての計画となります。申告

により多額の予算を扱うことになりますし、チェッ

ク機能も大事になろうかと思います。 

 そこで、今回の補正の553万7,000円の内訳と事業

内容、そして市が行政として監督している具体的な

内容を教えてください。 

 もう一つ、第69号議案について質疑します。 

 １つ目は、豊後高田市住民基本台帳カードの交付

ができなくなるに当たって、このカードの取得によ

る効果について質疑します。 

 ２つ目、交付を受けている方の今後の取り扱いに

ついてお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（安達 隆君）  農地整備課長、都甲賢治君。 

○農地整備課長（都甲賢治君）  第58号議案のうち、

多面的機能支払交付金についてお答えします。 

 この制度は、さきの９月定例会で阿部議員の質問

に対してお答えしましたとおり、国土の保全や水源

の涵養、環境の形成等の多面的な機能を保全するた

めの助成制度です。 

 この事業の活動組織を設立するに当たっては、地

域の農業者を始め、関係する自治会などの住民が互

いに信頼し、協力して取り組むことを前提としてい

ます。 

 今回は、新たに４つの組織が事業を取り組むこと

になりましたので、交付金の増額を補正するために

提案いたしました。４つの組織で約109ヘクタールの

農地面積となります。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  市参事兼市民課長、山田真

一君。 

○市参事兼市民課長（山田真一君）  第69号議案に

ついてのご質疑にお答えをいたします。 

 現在、住民基本台帳カードは、身分証明書などの

本人確認書類やe-Taxなど署名用電子証明書による税

務申告などに利用されています。 

 本年、10月５日より行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律が施行

され、引き続き関係法令が整備されることに伴い、

本年12月28日をもって住民基本台帳カードの発行が

停止され、それ以降は新規の発行ができなくなりま

す。 

 ただし、それまで交付されている住民基本台帳カー

ドについては、有効期限満了日または当該カードを

個人番号カードに切りかえるまでは、みなし個人番

号カードとして有効利用ができるようになっていま

す。 

 また、本市では市独自利用として高田庁舎玄関に

設置している証明書用自動交付機により、住民票、

印鑑証明書、戸籍謄抄本など、各種証明書を交付で

きるサービスを提供しておりますが、今回マイナン

バーに関する関係法令が改正されることに伴い、こ

の独自利用を規定した豊後高田市住民基本台帳カー

ドの利用に関する条例を、平成28年１月１日より廃

止することといたします。 

 なお、現在所有されている住民基本台帳カードで

証明書用自動交付機をご利用できるよう、暗証番号

を登録されている方は、カードの有効期限内もしく

は個人番号カードに切りかえるまでは、引き続き証

明書用自動交付機をご利用できます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  第58号議案について再質疑

します。 

 ９月議会の中で、阿部議員の質問の中で、もっと

多くの地域に活用してほしいと言われたと思います

が、各地域が申請し、市は地域住民同士の信頼関係

に頼って書類審査等、そして田畑等の面積を計測し、

許可するということだけでは、多額のお金も動きま

すし、うまく回らないところは、行政として指導、

監督する必要があるのではないかと思いますが、そ

のようなことは実態としてあるのでしょうか、お答

えお願いします。 

 第69号議案について質疑します。 

 このカードの取得の件で資料要求をしましたら、

全体的に1,000人ちょっとというぐらいのカード交付

でした。このカードは、それほどたくさんの人に使っ

ていただけてないということは、必要性がなかった

のではないかと思うんですけども、そこのところを

お答えお願いします。 

○議長（安達 隆君）  農地整備課長、都甲賢治君。 

○農地整備課長（都甲賢治君）  甲斐議員の再質疑

にお答えします。 

 議員おっしゃるとおり、市の指導、それから県の

指示事項と国の事業でございますので、審査は厳正

にやっております。 

 指導に当たりましては、まず組織の設立の段階か
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ら地元の組織づくり、それから規約とか細かいとこ

ろまで一緒に協力しながら作業しております。 

 それから、実施の段階においては、写真の撮り方

とかそういったもの、それから申請時、それから報

告時の書類の作成についても、適時各組織が取り組

む内容がそれぞれの組織で異なっておりますので、

実情に合ったような形で対応しておるところであり

ます。 

 それから、まず抽出検査というのが年に数回ござ

いまして、実際組織がどういうふうに取り組んでい

るかということを県のほうと相談しながら、各組織

を無作為に抽出して確認しておるところです。 

 いずれにしましても、地元の協力、それから意欲

がないとこういう事業は進みませんので、市で協力

できることは職員全員で割り振りしまして、今協力

して事業を推進しているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  市参事兼市民課長、山田真

一君。 

○市参事兼市民課長（山田真一君）  再質疑にお答

えをいたします。 

 住基カードは、本人確認の書類としては大変便利

なカードでございますが、カードの発行に伴いまし

て500円の費用、そして電子証明ですね。e-Taxなど

の電子証明を入れる場合はさらに500円、計1,000円

の経費が必要になることから、拡大するところが難

しかったところがあるかと思います。 

 また、カードの利用の範囲が、現在市では住基カー

ドを利用して自動交付機での発行、証明書の発行が

できるようにしております。それ以外の多目的利用

というのがやはり限定されておりますが、そういう

ことで広く市民の方に広がらなかった理由だろうと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ４番、甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  第58号議案についてですけ

ども、いろいろな組織づくりとか、写真の撮り方、

書類のつくり方、検査、監査とかね、そういったこ

とをやっているというところです。 

 無作為ということですけども、やはりうまく回っ

てないところもあるかと思いますので、今後ともみ

んなが、地域住民協力しているとは思いますけども、

そういうところもうまくいかないところもあるかと

思いますので、地域で仲良くやっていただけるよう

に、行政のほうも心を尽くしてほしいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  議案質疑を続けます。 

18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭であ

ります。議案質疑の通告を出しておりますが、資料

などもいただきましたし、聞き取りなどでお聞きし

た結果、検討しましたが、第58号議案の１と第61号

議案については今回は取り下げ、またしかるところ

で質問したいと思っております。 

 それでは、順次質疑をいたします。 

 最初、第58号議案、当初予算の補正について４点

質疑をします。 

 １つは、私ども住宅リフォーム助成制度、市独自

のものをつくれということを長年議論してきました

けれども、なかなか市長はほかの事業をやっている

からということでやってないんですけれども、県が

事業主体で在宅高齢者住宅改造の助成事業が実施さ

れております。 

 これは補助率が高いんですけれども、今回はなか

なか従来はこういう制度についても利用者が全県的

に少ないということで、私ども県の交渉では随分問

題にしてきましたし、もう年々後の耐震化の高齢者

の問題、子供部屋などの問題についても、毎年のよ

うに改善されてきております。 

 よって、高田の場合でも、今回年度途中で補正で

申請者の便宜を図るということは、これは評価いた

します。よって、事業効果についても今度の表を見

ればわかるように、40万円の補助を出すことによっ

て、何百万という事業をしてる方もありますので、

地元の大工さん、左官さんを始め、その関連する事

業者にとっても経済効果が出ていると思うんです。 

 よって、今回の補正の根拠について簡単に説明を

してもらい、引き続き来年からも、私なんかも今度

古家に移りそうなんで、利用できれば利用していき

たいと思っておりますので、ちょっと根拠を示して

もらいたい。 

 次は、インフルエンザワクチンの助成事業で250

万円追加されました。これは、大分合同新聞に市が

今度の議会の議案説明をする中で紹介しているので、

載りましたので、ある方からは、もう高田は永松市

長が健康づくりに力を入れると、なるべく３年でも

５年でも長生きしてほしいということだから、この

インフルエンザについても無料にするんじゃないか

というとった方もおるんです。 



12 月９日 

 - 11 - 

 

 実は、私どもまだ聞いてないと。聞き取りに聞い

たら、そうではなくて、費用が今までよりも上乗せ

するけど、上乗せ分は市が丸々持って、市民の負担

は1,000円でいこうというようなことのようなんです

けれども、それで全県の資料を要求しまして、宇佐

がいいぞ、いいぞというのを聞いておりましたけど

も、宇佐と高田は一緒で、高田よりも今ある中では、

そういう何市かは高田と同じ状況なんですよね。 

 よって、私は思い切って市長が健康づくりを促進

すると、これはもうほんと賛成です。私も前のとき

に宇佐の健康づくりを共産党の議員団として視察を

して、高田ももっとやろうやという提起をしたこと

もあります。 

 よって、これも500円、費用がこの根拠についてま

ず説明してもらったと思うんですけどね、私は同じ

もう250万円出せば、大分県18市町村の中でも住民負

担が一番軽くて、インフルエンザの予防接種ができ

ると、そうなれば健康づくりの問題では随分成果が

上がるんじゃないか、国保の医療費についても、抑

制につながっていくんじゃないかと思いますので、

その辺も含めて答弁をしていただいたらと思います。 

 次が、坂ノ上の道路の問題なんですけども、前回

も質問しまして、前回は平面図を要求したんだけど、

今できてないと。今回もできてないということだっ

たけれども、資料をいただきまして大体わかりまし

たので、そう多くは質疑しませんが、今回本当なら

ば来年度事業中で実施をしようという当初の計画

だったのが、今回前倒しで補正を組んで、早くやろ

うということも、これはいいことです。 

 私の生まれたのが、あちらのほうでありますので、

中ノ坂の通りの300メーターの事業をする間っちゅう

のは、ここの通行規制がありますのでね、もうそれ

よりも早くやったほうがいいと思いますんで、今度

の1,500万円の予算を今回議決をすれば、いつごろま

でに実際工事が完了して、通行ができるようになる

かというのは、地域住民にとっては関心事でありま

すので、その点のみでいいですから、なるべく早く

実施してもらいたいので、完了してもらいたいので

聞いておきます。 

 あと補正予算の最後は、就学援助についてであり

ます。 

 これは私はもうそれこそ何十年前から議論をして

まいりましてね、前の資料を比べて見ましたら、も

う高田の場合、今回の補正予算においては、今まで

旧豊後高田市と今回引き継いで見ても、今回最高の

予算になっているんです。だから、これを実施すれ

ば、受給者も生徒数の割に最高の割合になります。

よって、もうそのことは評価をしたいんですよ。 

 私どもも県で交渉しまして、全県の資料を持って

おります。後で教育長にも見解聞くんだけど、最初

は今回の325万5,000円の追加というのは、これはこ

れまでの現行予算の13％増なんですよね。だから、

この13％増になった要因分析ちゅうのが非常に大事

なので、このいわゆる約325万5,000円の補正をする、

この基礎じゃね。どういう理由でどういう要因でや

るかということを、まず説明してもらったらという

質疑をしたいと思います。 

 それから、次が第63号の条例と第73号の名誉市民

の人選案の議案ですね、あわせて質疑したほうが答

弁しやすいと思いますので、これは香々地の方から、

かなり著名者の方からもお電話をいただいたし、市

内でも元議員からもお電話をいただいたんですけど、

皆さんは大分合同新聞にこの新市10周年を記念して

名誉市民を選定すると、選ぶということでね、４人

の名前まで載りましたわね、いうことでかなり話題

を呼んでいるんで、私なりの考え方もありますけれ

ども、基本的な条文については総務委員会で議論し

ますけれども、この本会議では基本的なことについ

て市民の前に明らかにしてもらいたいと思うんです。 

 １つ出しているのは、私なりに合併しました市だ

けじゃなくて、14市の条例を全部取り寄せて検討し

てみました。合併したうちのほとんどのところ、大

野、竹田、国東、中津、宇佐、杵築、日田ですね、

私の調査では。これでは、従来の合併する前には高

田だった旧豊後高田市、真玉町、香々地町、それぞ

れのところにも名誉市民条例、町民条例などがあっ

て、町長や市長が議会に諮って、基本的に満場一致

で決まっていますわね。 

 旧高田で言いましたら、一松さんと酒井前の市長

ですね。これは私が議員になる前の議会で決めてい

ることなんですけれども、その人たちは、やっぱり

合併になっても引き続き新しい市では、やっぱり名

誉市民として引き継いでいこうという条例になって

います。もうそれが私は本当じゃないかなと思うん

です。 

 なのに、今ごろ10周年などといって、10周年の記

念式典というのは、ことしの４月に終わっています

わね。それで、10周年で市民に貢献された方は、元

歴代の議長ですね、全員に表彰されました。その他、

区長会長なども表彰されましたわね。 
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 そのときに、あわせて名誉市民を表彰するから条

例つくったっちゅうんなら、少しはわかるんですけ

どね、本来ならば合併協議会で決めて、よそがやっ

ているように引き続きやるというのが、これが基本

ではなかろうかと思うんです。それが今のころ何か

と。もう10周年ちゅうても、もう10周年は来年３月

まででもう終わりなんですけどね。 

 庁舎が建設されたから、開庁式で発表するんかと

思ったら、それもしないというわけでしょ。条例を

よく読んでみましたら、新しく選ばれた方について

は、名誉市民の証書を差し上げます。記念品を差し

上げますとなっているんですよね。ところが、今度

選ぶ４人については、もう亡くなっている方だから

証書もあげません。記念品もあげませんということ

になっているんですよね、条例では。それやったら

ね、ちょっと気の毒な話でしょう。約11年間は高田

は空白やったわけよね。 

 やっぱり他市のように、例えば大田村で言うなら

ば、前は西国東やったんだけども、高田と一緒にな

らんで杵築につきました。大田村の村議会では、名

誉村民として田原隆さんをやっているんですよね。

今は、田原隆さんは新市の名誉市民になっているん

ですよ、そういう条例でね。これやったら普通だと

思うんですよね。 

 ところが、高田の場合、今回は今までは６人おっ

た者を、永松市長が議会に提案しているのは４人だ

けなんですよね。あと二人はどうなったかというこ

とで、香々地の方から問い合わせがあったけど、そ

れは聞いてみらんとわからんっちゅうことで、きょ

う質疑しているんですけどね。 

 だから、１つの質疑が他市のようになぜしなくて、

今ごろ10年間空白、約11年空白なのに、今から新し

い人を選ぶと。本当に新しい人ならわかるんじゃけ

ど、元選んだ人の中から、６人の中から４人だけ選

ぶというのはね、何か異常じゃないかと思うんです

けれども、その辺を市長、説明してもらえんでしょ

うか。 

 ２つ目の問題は、普通だったら条例を市長が提案

し、議会が議決をした後に、条例に基づいて誰々を

選ぶというのが筋だと思うんですよね。そして、例

えば今回でもどうしても急ぐというならば、初日に

議長にお願いして、この議案だけは先にやってもらっ

てですよ。この議案ちゅうのは第63号議案だけやっ

てもらって、そこで決まってから追加議案で最後の

日に第60号議案を出すというんなら、執行部と議会

の関係わかるんですが、まだ議案の審議もしてない、

議案を決定してないのにね、誰々を選びますという

のが同時に出た。しかも、議会は知らないうちに新

聞で発表されたと。これではね、議長、議会に対し

て余りにも失礼というよりも、侮辱しているんじゃ

ないですか。これじゃ議会は要らんもんじゃないで

すか。 

 私は、特に河野正春議長のときにね、よく３年間

頑張っていただきましたけれども、何度も問題にし

たと思いますよ。重要案件については、事前にせめ

て議長と相談すべきじゃないかと。あるいは、こう

いう問題だったら、総務委員長と相談すべきじゃな

いかとね。何も事前に相談せんまま、「市長の権限で

俺が議会に出したら、反対する者がおるんか」と、

「大石以外におるんか」という態度じゃいかんと。もっ

と議会を尊重せんと、市政はうまくいかんじゃない

かという議論をしてきましたね。そのために、市長

も今後はそげしますとか、よく相談しとるつもりで

すとかいうことを繰り返してきましたけれどもね、

今度の問題だけは、これは単なる現職の議員だけの

問題じゃないんですよ。前の真玉町議会で議決をし

た、満場一致で。香々地の町議会で満場一致で議決

した、その議決したうちの２人のうち１人はだめだ

ということになるんですよね。 

 前の議会は何だったんかと問われる問題になるん

ですよ。こんな失礼な話はないでしょう。だから、

私たち現職の議員を侮辱しただけで、前の議員に対

してもこれは侮辱ですよ。だから、私はこういう問

題は条例が可決された後ですよ、誰を選ぶかという

のは、やはり特に合併協議会で決まらなかった問題

だけに、高田の代表、真玉の代表、香々地の代表も

集まって、各種団体なども意見を聞いて、誰からも

喜ばれる、なるほど豊後高田市のために貢献しとる

ね、もう名誉市民として選ぶべきだと、そういう人

をよく慎重に議論をして決めて、市長が提案すると

いうんならすんなりいったと思いますよ。なぜそれ

ができなかったのかっちゅうのが、２つ目の質疑で

す。 

 ３つ目の問題はね、名誉市民に対してどういうよ

うな今後特典があるかったら、公式の行事に案内し

ます。もう亡くなった人は公式の行事に出れんでしょ

う。 

 でも、二、三、２つ書いていますわね。いずれに

ついても、もうしょうがないんやけど、３つ目のと

ころに名誉市民に対して、市長が必要と認める特典
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及び待遇をするとなっておるんですよ。市長が選ぼ

うとしとる４人に対してね、もう亡くなっている方

なんですけども、この特典、待遇とはどういうこと

を考えておるんですか。選んだ人たちに、もう証書

はあげません。記念品はあげませんと、式典にも案

内もしませんと、でしょう。今度は、特典、待遇と

はどういうことなのか、市民にわかるように説明し

てください。 

 以上が３つの質疑ですね。 

 次は、第64号議案のマイナンバー制度の導入に基

づきます、これは市が新しく制定する条例なんです

けれども、長くは申しませんが、この中で私は３つ

のことを質疑しているんですけども、１つは市が独

自事業でやる事務で必要な事項を条例で定めるとい

うことになって、定めているんですけれども、個人

番号の利用の範囲、これ外国人に対する対応なんで

すけれども、ちょっと市民がわかるように簡潔に、

わかるように説明してもらいたい。 

 それから、特定個人情報の提供についてという５

条の関係で、生活保護の関係なんですけれども、こ

の条例を制定することによって、現行とどういう点

が生活保護行政では変わってくるのかね。 

 それから、３番目が、いろんなところに「規定で

定める」となっておるんじゃが、規定で定めるとい

うことは、これは市民はどうでもわからんのじゃけ、

せめて市会議員にわかるように、どういうことを規

定で定めるということなのかね、説明してもらった

らと思います。 

 最後に、第72号議案でありますけれども、これも

私県下の条例案を調べてみましたら、高田の場合矛

盾を感じます。 

 これは、今回は第72号ですかね、介護保険の条例

の改定なんですけれども、これもマイナンバー制度

の伴う条例改定なんですが、よく読んでみますと、

これも市長が第５次改定のときに、「やはり低所得者

に対しては市独自の軽減制度をつくらにゃいかん」

と、提案理由説明の中で強調された点なんですよね。

その申告をする方々のマイナンバーのことを書かれ

てるんです。 

 ところが、国民健康保険条例でも、災害などで被

害を受けた方々が国保税の減免を申請することがで

きるようになってます。これは、介護保険について

も、今９段階に変えましたけれど、その中でもこう

いう方々についてはということで、若干本年度から

その条件緩和しましてね、市民にとってはよくなっ

たんですよ。そのことも評価しております。 

 よって、国保のほうは同じ減免制度、申請制度な

んだけども、これは条例改定がなくて、介護保険だ

けあるというのは、ちょっと矛盾点なんですよ。だ

から、国保で減免申請するのに条例改定しなくて、

マイナンバーは関係なくやれるとなればね、介護保

険もやらんとおかしいというのが私の見解なんです

が、市長どう思いますか。 

 その辺をね、できたら申請する方々というのは、

もう低所得者でしょう。なかなか、あるいは障がい

者の方などもおりましてね、なかなかやっぱ申請事

務は大変なんですよね。マイナンバーができて、国

保はマイナンバーを書かんでもいいよと、こっちは

書かにゃいかんよという条例になっているんですよ

ね。その辺どうなのか説明してください。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  企画情報課長、藤重深雪君。 

○企画情報課長（藤重深雪君）  議員ご質疑の第60

号議案、豊後高田市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例についてお答えいたします。 

 本条例第４条で、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆ

るマイナンバー法に規定される事務以外に、個人番

号を豊後高田市独自に利用する範囲などをお示しし

ております。 

 現在、外国人に対する生活保護が生活保護法に規

定がなく、厚生労働省からの通知によって日本人と

同様に扱われております。 

 今回、マイナンバー法の規定に生活保護法が掲載

されていることから、外国人に対しての生活保護事

務を日本人と同様のものとするため、生活保護法に

準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活

保護の措置に関する事務のみを、本市独自事務とし

て別表第１に掲載いたしております。 

 次に、第５条特定個人情報の影響についてでござ

います。 

 別表第３で、今回独自利用する外国人に対する生

活保護の措置に関する事務を処理する場合に限り、

教育委員会は特定個人情報を提供するものと規定い

たしております。 

 今回、規則に定める主なものは、外国人の生活保

護の決定及び実施、就労自立支援給付金の支給、保

護に要する費用の返還または徴収に関する事務など
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でございます。 

 今回、外国人の生活保護の申請の際に、日本人と

同様にマイナンバーを記載するように求めることと

なりますが、それ以外の影響はないと考えておりま

す。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、私から

は在宅高齢者住宅改造助成事業についてのご質疑に

お答えします。 

 本事業につきましては、在宅高齢者が日常生活に

おいて直接利用する住宅の設備を、在宅高齢者に適

するように改造する場合に、補助対象上限額60万円

の事業費に対して、県、市でそれぞれ３分の１ずつ

助成する事業でございます。 

 本年度につきましては、４月の県からの１次募集

を受けまして、市報やケーブルテレビで募集を行っ

たところ、５件の申請があり、すでに３件が完了し、

２件が現在改修を行っているところでございます。 

 また、８月の２次募集案内を受けまして、９月の

敬老月間の市報の特集記事にあわせた掲載や、ケー

ブルテレビでの募集により４件の利用申請があり、

現在県から内示をいただいているところであります。 

 さらに、今回、県より３次募集がありましたこと

から、本事業の利用を希望されております１件につ

いて、申請を行うため補正するものであります。こ

れによりまして、本年度の事業実施件数は10件とな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  ウェルネス推進課長、伊南

冨士子君。 

○ウェルネス推進課長（伊南冨士子君）  私のほう

からは、インフルエンザワクチンの助成事業につい

てお答えいたします。 

 この事業は、高齢者施設などでのインフルエンザ

の集団感染が社会問題化になったことを受けて、平

成13年より65歳以上の高齢者を対象に、予防接種法

に基づく定期接種に位置づけて実施しているもので

ございます。 

 本市の65歳以上の方のうちの６割、約4,900人の方

がこの予防接種を受けておられまして、自己負担額

は1,000円でございます。生活保護の方は無料となっ

ております。 

 今年度からインフルエンザワクチンの株が３種類

から４種類にふえましたことから、ワクチン単価が

１人当たり約500円増額されましたことによりまして、

今回医療機関にお支払いする委託料を１人当たり500

円増額補正するものでございます。 

 自己負担につきましては、1,000円で据え置きにし

ております。当市の自己負担額は、県内18市町村に

おきましては一番安い金額で設定しておりまして、

今回のワクチン改定で自己負担を増額する市もある

中での据え置きでございますので、議員ご指摘の自

己負担額をさらに軽減することは考えておりません。 

 今回、ワクチン効果が拡充されましたことから、

高齢者の皆様にはぜひ早目に予防接種を受けていた

だき、この冬もインフルエンザを予防し、お元気で

過ごしていただきたいと思っているところでござい

ます。 

○議長（安達 隆君）  建設課長兼都市建築課長、

永松史年君。 

○建設課長兼都市建築課長（永松史年君）  第58号

議案に関するご質疑のうち、市道坂ノ上線道路改良

事業の工期についてお答えいたします。 

 市道坂ノ上線道路改良事業につきましては、さき

の９月議会でもご答弁申し上げましたように、本路

線は道路幅員も狭く、勾配も急であるため離合も困

難な状況でありましたが、今回地権者のご協力が得

られたことにより、事業着手に至ったところであり、

危険解消のためにも早急な整備が必要であると考え

ております。 

 また、現在事業を進めております市道入津原中之

島線道路改良工事において、車両通行どめが必要と

なるため、その間の迂回路としても本路線の早期整

備が必要となることから、今回工事費の追加補正を

行い、早期完成を図りたいと考えているところでご

ざいます。 

 通行可能な時期につきましては、来年度事業の交

付金の早着申請により早期事業着手ができれば、平

成28年秋ごろの完成を予定しております。 

 今後につきましては、一日も早い完成を行えるよ

う、現場監理等に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（安達 隆君）  教育庁学校教育課長、小川 

匡君。 

○教育庁学校教育課長（小川 匡君）  第58号議案

のうち、小中学校の就学援助事業についてお答えい

たします。 

 本市における就学援助につきましては、経済的理

由によって就学困難な児童また生徒の保護者に対し、

就学に必要な費用の援助を行うものであります。 
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 小中学生の就学援助支給者は、平成27年度当初予

算におきまして、過去の実績等を考慮し、小学生171

名、中学生86名を積算し、予算計上を行いました。

しかしながら、支給対象者の増加により、現時点で

は小学生190名、中学生で96名と見込んでおります。 

 今回の補正につきましては、小学生19名、中学生

10名の支給対象者の増加によります事業費の増であ

ります。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君）  第63号議案、それから、

第73号議案の名誉市民条例の制定についてお答えを

いたします。 

 名誉市民条例につきましては、市長が提案理由で

申し上げましたとおり、合併時に協議が整いません

でしたので、新市において調整するということで、

制度のないまま現在までに至っておりました。 

 この理由は、旧豊後高田市と旧真玉町、旧香々地

町の名誉市民、名誉町民の基準に大きな差があり、

豊後高田市には寄付の基準がなかったことでござい

ます。 

 今回、新市10周年という節目の時期でございます

ので、遅くはなりましたけれども、名誉市民条例を

提案させていただくものでございます。 

 それとともに、旧市町の制度の整合を図ることと、

他市の名誉市民の状況を踏まえまして、名誉市民と

特別市民の２つに分けることといたしました。 

 名誉市民につきましては、公共の福祉の増進、社

会の進展のために市政、県政、国政、その他で多大

な功績を上げて、郷土の発展に尽くされた方とさせ

ていただき、特別市民につきましては、高額寄付の

方とさせていただくものでございます。 

 この基準で、旧市町の名誉市民、名誉町民であっ

た方の中から４名の方を新市の名誉市民として提案

させていただくものでございます。 

 寄付によります名誉町民であった３名の方につき

ましては、特別市民とさせていただきたいと考えて

おるとこでございます。 

 また、特別市民につきましては、今後合併以後、

一定の寄付をいただいた方を対象にしたいと考えて

おります。 

 次に、条例制定後に選任すべき案件ではないかと

いうことでございますけれども、今回同時提案させ

ていただきましたのは、どういう人を名誉市民にす

るのか、具体的な名前を提示させていただきまして、

それによって条例そのものの内容についても議論を

深めていただくために、今回の形で提案をさせてい

ただいたものでございます。 

 次に、市長が必要と認める特典及び待遇とありま

すけれども、現在のところ条例に規定をしておりま

す以外には、具体的には想定しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、飯沼憲一君。 

○保険年金課長（飯沼憲一君）  第71号議案の介護

保険料の徴収猶予及び保険料の減免についてお答え

をいたします。 

 まず、介護と国保の整合性についてでございます。

介護保険における徴収猶予及び減免は、番号法別表

第１で保険料の徴収または保険料の賦課に関する事

務が平成28年１月から番号利用事務とされ、様式に

「個人番号を追加する」となっていること、また、別

表第２で保険料の減免または徴収の猶予の申請に係

る事実についての審査に関する事務が情報連携事務

として個人番号を取得しなければならない業務であ

ると規定されましたので、改正案を提出いたしまし

た。 

 一方、国民健康保険における減免につきましては、

同じく別表第１で個人番号を利用できる事務と定め

られていますが、別表第２では情報連携事務として、

介護保険で規定されているような減免に関する規定

がありません。そのため、国民健康保険税における

減免申請書の提出時には、個人番号の記載を求める

必要はないと判断し、今回条例整備を行わなかった

ものであります。 

 なお、介護保険におきましては、対象者が高齢者

であるため、通知カードがどこに行ったかわからな

いなど、ご自身の個人番号がわからないケースがあ

ろうかと思われますので、国が示しておりますガイ

ドライン、個人番号を取り扱うガイドラインの中で、

確認が困難な場合の取り扱いが示されていますので、

そのガイドラインにのっとって職員が住民基本台帳

等で確認し、記載するなど、手続が利用者にとって

過度の負担とならないように配慮に努めたいと考え

ているところでございます。 

 いずれにいたしましても、個人番号の取り扱いに

関しましては、番号法等に基づき厳格なルールが定

められていますので、個人番号を取り扱うこととな

る担当課といたしましては、ガイドライン等に基づ

き、適正な取り扱いを徹底してまいる所存でござい

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  18番、大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  第58号の住宅改造について

ですが、なかなかこれは予定よりも希望者が多かっ

たということですね。県も来年度から続けるようで

すが、市もことしの実績に伴って、来年はせめて10

件ぐらいな予算を組むべきだと思いますけど、そう

いう前向きの姿勢で取り組む考え方なのか、市長に

ですね。 

 それから、あとはインフルエンザについては、市

長、これ65歳以上が対象なんですけども、今課長が

あったとおりなんです。高田だけが1,000円じゃない

んですよ。1,000円のとこ何箇所もあるんですけどね、

今のところ18市町村では、1,000円というのが一番安

いんですよ。 

 だけども、市長が３万人を目指す、そして健康づ

くりに力を入れるとなるとね、やっぱり今の受診率

が半分ちょっとなんですけども、私もまだしてない

んですが、やっぱり受診率を引き上げていくために

も、高田は特別に半額にすると、今までの半額、そ

ういう措置を市長がとったら、もっと効果が上がる

んじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

 次は、第63号議案と第73号議案ね、さっき65と言っ

たように間違いでしたね。のことで、今総務課長か

らるる聞いたんですけどね、ちょっと遅くなってと

いうのがあったけども、遅いぐらいのもんじゃない

でしょう。こんな高田みたいな方式をとっとるのは、

大分県で高田だけなんですよ。 

 しかも、新しく条例つくって、新しく市の名誉市

民に選ぶと言いながらね、今まで選ばれた方の中か

ら４人だけを選ぶことになったでしょ。だから、私

の指摘している前の町議会で決めた名誉真玉町民、

名誉香々地町民の方は、どういうことになるんです

か。落とされるんですよ、名誉市民から。前の議会

が議決したことは何だったんかということが問われ

るということになりませんか、市長。これ大事な問

題なんですよね。 

 よその市がみんなそういう方法で、前の方は引き

続き新市でも名誉市民となっているんじゃから、何

ら問題ないでしょう。ほんなら、今新しい議員さん

たちに、もう私が議員になるよりも前に決めた方々

について、豊後高田市に貢献したから、今から新し

く選ぶってもね、なかなか審議のそれが適切である

かどうかという審議というのは、相当の資料がない

と選びにくいんですよ。 

 しかし、前の議会で決めた人なんだから、そのま

ま引き継ぐというんならね、これは前の議会を尊重

することになりますから、これならすっとすんなり

同意できますし、前の名誉市民、名誉町民になった

方々も、空白を埋めるんですよ、この条例を合併当

時から施行すると。それで、前の名誉市民、町民は

そのまま引き継ぐとなればね、よそは「引き継ぐ」

という言葉を使っていますね。そのまま適用すると

なっています。そうすれば何ら問題ないでしょう。

それがなぜできないかっちゅうのは、市長、市民に

わかるように説明してください。 

 何か今特別市民なんか名前でしたけど、特別市民

なんちゅうのは条例制定でも何でもないでしょう。

私たちが審議しているのは名誉市民なんですよ。私

が言っているのは、前の旧市や町で名誉市民と議会

で議決された人を、何で落とすんかというわけよ。

落とすほうがおかしいんじゃないんですか、これは。 

 それと条例と人選案を一緒に出して、同時に審議

してもらえばいいっちゅう話、そんなもんじゃない

でしょうが、議会は。 

 なら、前もってね、合併協議会でなぜ決まらなかっ

たかというのは、公式見解はどうですか。私は前合

併協議会の方にも会っていろいろ聞いてみました。

あなた方の市長、公式見解は文書が残っているのは、

どう書いておりますか。なぜ合併協議会で一致しな

くて、合併当時からこの条例が制定できなかったの

か、統一見解を出してください。文書が残っている

のを読み上げてください。 

 それがいまだにね、今ごろになって約11年たって

出てきたっちゅうのはなぜかということを聞きたい

んですよ。これは市民におわびせんにゃいかん問題

じゃないですか。 

 そして、私はもう引き継いでいるものと思った。

だって、今の市役所の庁舎には、応接室に名誉市民

の写真が飾られています。続いているとも思います

よ。香々地に行ったら、香々地にも２人の方が写真

飾られていますよ。これ引き継いでいるものと町民

は思っているんじゃないんですか。 

 それで、いつからこの話は公式に部内ではどうい

うメンバーで議論をしてきて今日になったのか、10

年間審議してやっと決まったということなんですか。

時の議長に聞いてみましたけど、全然相談も受けて

ないと。真玉の方、香々地の議員に聞いても、何ら

相談は受けてないと。市長の独断で決めたんじゃな

いかと、私は市長の独断政治を問題にしてきたんで
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す、今まで。こんな合併協議会で決まらなかったも

のを、より慎重に慎重を重ねて、しかも名誉市民な

んていうのは、誰かがぽっと決めて、はいはいっちゅ

うもんじゃないでしょう。だから、それはどういう

メンバーで条例制定をいつから議論してきたのか、

今後の４人の人選については、どういうメンバーが

集まって決めたのか、それは議会の代表も自治会の

代表なども、各種団体の代表なども入れて、10年間

の空白があっただけに、慎重に慎重にやるべきだと

思うんですが、市長はどうなのか、市長の見解を聞

きたいんですよ。細かい問題は総務委員会でやりま

すけどね。 

 それから、新しく決まったけれども、証書も差し

上げません、新しい市の市長が名誉市民が新しく決

まりましたと、証書も差し上げません。記念品も贈

りません。あと何も特典ありませんっちゅうことで

しょう。あと特典はありませんと、これどう思いま

すか。何でそんなものをそんな条例になるのかとい

うのもね、一般市民から見たら「永松市長も今度や

めたら、してもらいたいけんやるんじゃ」というの

が市民の声ですよね。きのうある議員からも言われ

ました。 

 そりゃ、するかしないかは市長がやめた後の話じゃ

わね。後の市長がどうするかで決めることなんじゃ

けどね、「これは永松市長のためにつくるんかや」と、

こうなるんですよ、市民の声は。だから、これは不

自然だから、私はこの10年間空白については市民に

おわびをすると。誰が見ても公平、民主的に慎重に

審議をした結果こうなったという方法をとってもら

いたいと。 

 行き着くところは、私は他市に学んで、そのまま

条例を引き継いで、前の議会で満場一致で決まって

いるなら、今でもそのまま継ぐという方法を議会で

議決するのが一番いいんじゃないかと思うんですが、

市長の見解を求めます。 

 次は、マイナンバー制度のことでね、外国人の生

活保護などの関係なんですけれども、厚生省で私ど

も生活と健康を守る会の代表が交渉しましたら、外

国人であっても日本人であっても、生活保護の申請

にはマイナンバーを記載してないでもやれるんだと

いう見解が出ております。 

 あるいは、税金申告用紙にもマイナンバーを書く

ようになっているけれども、法ではなっているけれ

ども、今書かなくても問題ないというのを、ちゃん

と公式見解が出ています。その点で、実際に生活保

護関係で今保護申請などが年間どのぐらいあるんで

しょうか。それで、今条例つくろうとつくらないと、

生活保護申請にはマイナンバーが書かなくてもやれ

るという判断を私どもは聞いているんですけども、

それではないんでしょうか。 

 それから、年金についての課長、国保はいいけれ

ども、年金のほうの減免申請はマイナンバーを書か

んといかんっちゅうけども、これも厚生省の見解で

は、書かなくてもよいというふうに回答をいただい

ております。よって、こういう条例は必要ないんじゃ

ないかと思うんですが、どうでしょうか。 

 それから、さかのぼりますが、教育委員会の先ほ

どの就学援助が予定していたよりもふえたという問

題ですね。よって、これはもう申請があった方が先

ほどの小学生で19人、中学生で10人というのは、も

う申請の数なんですか。今後申請がされるというこ

とで補正予算を組んでいるんですか。それが１つね。 

 それから、もう一つは、どういう方がこの準要保

護の基準に当たるんですかという表をもらいました

けど、所得で出ているんですよね。生活保護の場合

の計算は、全部収入認定っちゅうのは、もう収入で

決まるんですよ。 

 収入計算のほうが生活保護の関係は非常にわかり

やすいんですけども、それやったらば標準家庭でど

ういうことになるのか、特に母子家庭の場合は、母

子加算がありますから、この金額は変わってきます。

それから、借家に住んでいる方も随分おりますが、

市営住宅を含めて借家に住んでいる方も、この基準

が変わってきます。そういうものもわかりやすく説

明してもらいたいと思います。 

 それから、年度途中からできるんですが、市外か

ら市内の小中学校に転入した場合の扱い、これは周

知をどうしているのかね、この方々についても権利

があるんですけども、周知した結果、これだけ予定

よりもふえたということなのかもしれませんので、

説明してください。 

 よって、高田の定住対策が成功した、成功したと

か言うんならば、小中学生で他市から転入された方

がわかる数字で、どこの学校が一番多いのか、小学

生何ぼ、中学生どれぐらいの転入があっているのか、

その転入者については、この就学援助制度が周知さ

れて、何人かでも申請されて適用されているのかど

うかを聞きます。 

 そのぐらいにしておこうかね。 

○議長（安達 隆君）  市長、永松博文君。 
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○市長（永松博文君）  それでは、私からお答えを

いたします。 

 この名誉市民条例につきましては、これほどおく

れましたことは、非常に申し訳なく思っています。

非常に市民の方にも私はおわびしたいと思います。

本当に済みませんでした。 

 これなかなか難しい問題でした。合併のときに、

要は豊後高田は寄付をした方を名誉市民にしてない

と。そして、真玉、香々地は寄付をした方を名誉市

民にしているという、非常にそうしますと同じやは

り基準でなきゃならんだろうと。そうなった場合に

は、豊後高田で寄付をした人は名誉市民になってな

いという、ならないということであります。それで、

合併で協議ができなかったわけであります。 

 そういうふうな中で、どうしてもやはり名誉市民

条例等を今しなきゃならんということの中で、今回

10周年を期に何とかこれをご提案して、皆さん方と

ご協議をしようということであります。 

 その前に、各市の条例も見せていただきました。

確かに杵築の場合は、大石議員が言われるように、

杵築の名誉市民は一松定吉さんと、それから田原隆

さんであります。この２人であります。だから、条

件としてはほとんど同じ条件だったんだろうなとい

う、そういうことの中で、各市もよくわかりません

けれども、ほとんどやはり寄付は重点に置いてない

ところが多いんではないかという、ずっと見ますと

よくわかりませんけれども、大分市も福田平八郎さ

ん、上田保さん、安東玉彦さん、高山辰雄さん、村

山富市さんとかいうふうな、そういう感じになって

いるわけであります。 

 そういう面で、やはりここでこれから高田と、そ

れから旧真玉、香々地と一緒にするのには、やはり

そこ辺のもので同列になきゃならんのじゃないかと。

そういうことの中で、そうすると先ほど議員から話

が出ましたように、今真玉、香々地、今まで名誉市

民になっていた人をどうするかという議論が、非常

に難しい問題でありました。 

 そういう中で、これはこれから特別市民という制

度をつくって、そしてそれは合併して以後、そうい

うある基準をつくって、それを寄付した人を特別市

民にさせていただくと、そういうことでもう我慢し

ていただこうと、そういうことであります。 

 それから、今回なぜ同時提案をしたかと、先ほど

も課長が申し上げましたように、現在もう名誉市民

になっている方々に、そういう面でこの条例と見合

わせてみて、皆さん方も名誉市民と特別市民という

ふうに、こういうふうに分けさせていただくと。な

るほど、この人とこの人はそうなのかと。 

 そういうことの中で、皆さん方に議論していただ

くために提案したわけであって、ここで我々が決め

たわけじゃなくって、皆さん議論してくださいと、

そういうことでご提案したわけであります。 

 だから、誰が何とかしたかって提案した人は、市

でやったことは間違いありません。それから、新聞

に載ったのは何かと、これは議運で皆さん方にご提

案して、それを議会でこういうことをするというこ

とで、例年どおりに記者に発表をするわけでありま

すから、そうすると議案として出ているんですから、

私が独自にこの人とこの人をするというわけではな

くって、こういう人を提案しますということだから

新聞に載ったわけであります。だから、今提案した

後になって、この人が名誉市民になったということ

で、これは皆さん方が決める話であります。 

 そういう面で、今回は特になぜ今まで、これから

新しくするとかいうんじゃなくて、今名誉市民になっ

ている人、これはするかせんか、確かにおっしゃる

ように、今までにしてもそうなった人でも、それは

いいじゃないかという議論もあるかもしれません。 

 しかし、よその名誉を見ても、なかなかそうはな

いようにありますし、それと同時に、どうしても高

田市民がそういう寄付をした方はいらっしゃいます

けれども、それはなってないということで、だから

公平性をして、これからの人たちをもう皆さんが寄

付をある一定限度の、だから今回の名誉市民になっ

た方の金額は考えない、これからはいいんじゃない

かと思っていますし、そしてこの方については、こ

れくらいの金額以上の人は特別市民にするとか、そ

ういうことで公平性を保ちたいと、そういうことで、

今回こういうふうに条例と、それからこういう人を

させていただくんだということで同時に提案したの

は、そういう理由であります。他意はありません。 

 と同時に、新聞も私独自でこの人をするというん

じゃない、こういうふうに提案するということを新

聞が書いたという、そういうことであります。 

 そういう面で、皆さん方にぜひご理解いただきた

いのは、余りにも差があり過ぎると。だから、大石

議員さんが言われる杵築はそういうことなんで、一

松さんと田原さんを一緒にしたと、そういうことで

きちっといけたわけでありますけれども、そういう

面では、私ども名誉市民というのは、各市ともほと
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んどそんなに多くありません。時には多いところも

ありますけれども、ただそういう面で、私は今まで

の旧豊後高田市と旧真玉町と旧香々地と、どこかで

やっぱ整合性をとる必要があると。 

 そういうものの中で、今こういうふうにしておく

れました。非常にこれは申し訳ないと。ただ、なか

なか難しい問題だと思います。 

 そういう面で、皆さん方にご議論していただこう

と。そして、この10周年を期にちゃんとしたものを

させていただきたいと、そういうことでさせていた

だいたものであります。 

 以上であります。その他については、担当課長に

説明させます。 

 以上です。 

○18番（大石忠昭君）  議長、いいですか。議事進

行で市長から長々答弁がありましたけどね、私が言っ

てる肝心な点ね、いつからどういう審議にしてね、

真玉や香々地の代表、高田の代表なども含める議会

の代表や、自治会の代表なんか含めて審議会でやる

べきじゃないかということを答えてないんですよね。 

 同時に出して何が悪いか、ここで審議してもらや

いいじゃないかと。なら、市長が出したものに対し

て、皆さん面と向かって反対できますか。なかなか

今までの例でないじゃないか。「おれが出した以上は、

どうせ大石が言うたって賛成する」という前提があ

るような、あるんじゃろう。だからこんなことにな

るんですからね、その辺の経過をぴしゃっとやって

ください。これ大事な問題なんです。 

 私は、新聞社についても新聞社に発表した以上、

書くのが、書いたら悪いなんか言ってないですよ。

しかし、発表したじゃないかと、発表する前に、もっ

とこういう問題、人事問題っちゅうのは慎重に慎重

にやって、なまかたできたから条例出そう、人選も

出そうというのが本当じゃないかという、この問題

について議論がないんですよ。答弁ないじゃないか。

今度はちゃんと答えてくださいよ。今の市長の答弁

なってないですよ、長い割に。 

○議長（安達 隆君）  議事を進行します。 

ウェルネス推進課長、伊南冨士子君。 

○ウェルネス推進課長（伊南冨士子君）  インフル

エンザのワクチンの自己負担額を減額ということを、

健康づくりの観点からというご質疑でございますが、

健康づくりの観点から申しますと、それ以上に抵抗

力とか免疫力を高める取り組みが重要でありまして、

そういったことをサロンとか対象者の方々に健康情

報でお伝えすることや、手洗い、うがいということ

が重要ということは、予防の上で必要でございます

ので、そういう予防策を徹底することがまず重要か

と考えておりますので、現在のところ軽減について

は考えておりませんので、ご理解をお願いいたしま

す。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  大石議員の再質疑

にお答えします。 

 まず、在宅高齢者住宅改造事業の来年度の予算に

つきましては、これまでの実績を踏まえて要望をし

てまいりたいと思います。 

 また、利用規模の状況や県の事業募集の状況もあ

りますので、補正等も検討してまいりたいと、そう

いうふうに考えておるところでございます。 

 次に、生活保護の申請件数につきましては、平成

26年度で新規で20件。（○18番（大石忠昭君）  外国

人のことよ。）外国人については、本年度申請がござ

いません。（○18番（大石忠昭君）  なし。）はい。

生活保護のマイナンバーの記載の要件については、

国からも通知をいただいておりますけれども、生活

保護の要件とはされておらないというところでござ

いますけれども、マイナンバー法に生活保護法が位

置づけられておりますので、申請を受理する際には、

所定の欄にマイナンバーを記載するように求めるこ

ととなるということになります。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、飯沼憲一君。 

○保険年金課長（飯沼憲一君）  大石議員の再質疑

にお答えいたします。 

 議員のおっしゃった年金についてでございますが、

年金は当面マイナンバーは不要とされています。そ

れは国が言っています。それは、日本年金機構によ

る情報漏洩問題があったため、日本年金機構自体が

受け取れないようになっている、そういった理由か

らでございます。 

 今回条例に出しておる介護保険につきましては、

そのほかの情報としまして県内14市中の担当にお伺

いしたところ、来年１月から介護保険料の徴収猶予

または減免の申請において個人番号を求めるとした

市は10市に上りまして、多数でございました。 

 なお、国保の減免等につきましては、同じように

聞いたところ、個人番号を求める市が少数でござい

ましたので、そのようなことも考慮して判断した条

例提案でございました。 
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 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  教育庁学校教育課長、小川 

匡君。 

○教育庁学校教育課長（小川 匡君）  それでは、

大石議員の再質疑にお答えいたします。 

 今回の補正で、小学生19名、中学生10名の支給対

象者の増で、事業費の増を行ったんですが、この人

数につきましては、今後の見込みも含まれておりま

す。 

 次に、母子加算及び住宅加算につきましては、ケー

スによってさまざまですので、それぞれの状況に応

じて対応しております。 

 次に、他市から本市に転入された数ですが、小学

校で13名、中学校で９名であります。学校名につき

ましては、個人情報等もありますので、控えさせて

いただきます。 

 他市から入って来られた方の周知でありますが、

学校を通じて行っております。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただいま議題となっております第58号議案から第

73号議案までについては、お手元に配付いたしまし

た議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会

に付託します。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は、あす午前10時に再開し、一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時16分 散会 
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